
2021年4月1日

埼玉建設工事関係者連絡会議
（埼玉建設業関係者労働時間削減推進協議会）

令和7年６月25日（水）

厚生労働省 埼玉労働局 監督課

適正な労働条件の確保に向けた対策



建設業の労働時間の状況（パートタイム労働者を除く）
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建設業の労働時間は緩やかな減少傾向にあるものの、他産業に比べて依然として高水準にある。

（資料出所）厚生労働省「毎月勤労統計調査」
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建設業における監督指導実施状況

令和６年の定期監督等実施件数は、全業種で3,121件、違反率は72.5％となっており、建設業は670件、違

反率は66.4％となっている。

全業種 建設業

定期監督等
実施件数

違反事業場数 違反率 定期監督等
実施件数

違反事業場数 違反率 使用停止等
処分件数

3,121件 2,262件 72.5％ 670件 445件 66.4% 22件

２ 建設業に係る主な法違反事項

１ 令和６年定期監督等指導状況

※安衛法：労働安全衛生法、 安衛則：労働安全衛生規則、労基法：労働基準法

違反条文 内容 違反条文 内容

1 安衛法第29条第1項
元方事業者の講ずべき措
置等 3 安衛則第86条第1項 計画の届出

2 安衛則第563条第1項 作業床（足場） 4 安衛則第519条第1項
墜落による危険の防止（作
業床の端、開口部）

違反条文 内容 違反の態様

1 労基法第32条
法定労働時間
（時間外労働）

36協定の締結・届出なし、業務量増による36協定超 等

2 労基法第39条 年次有給休暇 時季指定による5日以上の取得（第7項） 等
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労働局の取組み
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１ 労働時間等説明会の開催

埼玉労働局管内に事業場を置く建設業者を対象に、管内各労働基準監督署にて労働時間等説明

会を開催。（昨年度は計18回実施、今年度も少なくとも同水準で実施）

内容については、建設業の時間外労働の上限規制に加え、36協定や一年単位の変形労働時間制の締結・届出

の留意点、災害等における労基法第33条や第139条の解説や取扱いを中心に、各種支援策や労働時間等の削減

に係る好事例の紹介など、参加者の理解がより深まるよう工夫していく。

２ 「ベストプラクティス企業」の選定・労働局長に訪問と意見交換の実施

働きやすい職場づくり、長時間労働の削減等に積極的に取り組む企業を「ベストプラクティス

企業」として選定。埼玉労働局長による訪問と意見交換を実施し、企業の取り組み事例を収集し

ている。建設業としては令和4年度に田部井建設株式会社（熊谷市）、令和6年度に伊田テクノス

株式会社（東松山市）を選定。

令和6年度は関東地方整備局、埼玉県と合同で訪問し、意見交換を行った。

合同訪問や選定企業の取組内容については埼玉労働局ホームページで紹介するとともに、労働時間等説明会

でも好事例として紹介。

過重労働解消に向けた気運の醸成を図るとともに、労働時間削減に向けた自主的な取り組みを促進し、適切

な労務管理の導入に向けた支援を行うため、以下の取組を実施していく。



働き方改革推進支援助成金
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公共・民間工事発注者に協力を要請

⚫建設労働者の長時間労働の改善、賃上げに向けて、適正な工期・請負代金の設定についてより一層の協力を

  得るため、労働基準局長と不動産・建設経済局長が連名で、工事発注者に文書による要請を行った。
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工期に関する基準を踏まえた工期設
定や、最新の公共工事設計労務単価
を踏まえた労務費、市場での取引価
格を反映させた原材料費・エネル
ギーコストの設定などを通じた、長
時間労働の是正、賃上げを今後も推
進していく。

（民間工事）（公共工事）

民間工事発注者（団体）に対しても

同様の要請を実施。



働き方改革の実現に向けて、受注者の皆さまも適正な工期設定にご協力ください

⚫建設業では週休２日が十分に確保できていない工事もまだ見

受けられることから、これを改善するための取組が業界全体

で進められていること。

⚫著しく短い工期が設定されると、土日も働かざるをえなくな

り、長時間労働につながってしまうため、工事の発注、受注

に当たっては、働く方の休日数も考慮した工期の設定をお願

いしたいこと。

⚫また、不当に低い金額で契約が締結されると、建設業で働く

方の処遇改善も難しくなることから、工事を発注するときも、

受注するときも、働く方のことも考えて、適切な金額での契

約をお願いしたいこと。

7

２代目イメージキャラクター
労働基準局広報キャラクター
「たしかめたん」

（働き方改革ＰＲ動画） 働き方改革ＰＲ動画のポイント

適正な工期の設定や見積りにあたり発注者及び受注者（下請

負人を含む）が考慮すべき事項をまとめた「工期に関する基

準」（令和６年３月改定）もご確認ください。

（工期に関する基準）

また、令和６年６月に改正された建設業法（公布から１年６

月以内に施行）によって、

• これまで発注者に対してのみ禁止されていた工期ダンピン

グが、新たに受注者にも禁止される

• 新たに「労務費の基準」が設けられ、これを著しく下回る

契約が禁止される

ことにもご留意ください。

（改正建設業法（第三次担い手三法））

⚫ 建設業の働き方改革の実現のため、厚生労働省では、国土交通省と連携して働き方改革ＰＲ動画を通じて発注者に向けて適

正な工期設定等を呼びかけている。

⚫ 工事の受注者の立場からも、長時間労働や週休２日の確保が難しいような工事を行うことを前提とする、著しく短い工期で

の見積もりや請負契約の締結（工期ダンピング）を行わないようにしてください。



ご清聴ありがとうございました。
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労働基準局

広報キャラクター たしかめたん

「働き方改革」は、

「魅力ある職場づくり」の実現による

 生産性向上、人手不足解消のチャンス！

関 係 情 報 は こ ち ら の ウ ェ ブ サ イ ト で 発 信 し て い ま す 。

生 産 性 の 向 上 に 向 け て 、 働 き 方 改 革 推 進 支 援 セ ン タ ー

も 是 非 ご 利 用 く だ さ い ！

（厚生労働省ウェブサイト） （特設サイト「はたらきかたススメ」）

（働き方改革特設サイト）
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